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表１ 近年の増毛町のふるさと納税の受入れ状況

写真　増毛町海産物セット（８万円セット）

　
増
毛
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
寄
附
の
受
入
は
、
制
度
開
始
年
度
と

な
る
平
成
２０
年
度
の
６９
万
５
千
円
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
北
海
道
内
で
は
早
い
段
階
か
ら
力
を
入
れ
た
結
果
、
平
成
２６
年
度
に
は

道
内
７
位
と
な
る
１
億
１
８
７
１
万
２
千
円
を
皮
切
り
に
、
Ｊ
Ｒ
廃
線
の

翌
年
と
な
る
平
成
２９
年
度
は
５
億
５
１
１
７
万
３
千
円
ま
で
寄
附
額
が
上

昇
し
ま
し
た
。（
表
１
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
へ
の
参
入
自
治
体
の
増
加
や
、

返
礼
品
競
争
の
過
激
化
と
い
う
全
国
的
な
情
勢
と
、
廃
線
ブ
ー
ム
が
落
ち

着
い
た
こ
と
に
よ
る
リ
ピ
ー
タ
ー
の
減
少
に
よ
り
平
成
３０
年
度
か
ら
は
残

念
な
が
ら
受
入
額
が
減
少
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
様
な
状
況
の
な
か
、
令
和
元
年
度
か
ら
増
毛
町
の
特
産
品
の
魅
力

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
年
末
年
始
に
需
要
が
高
ま
る
水
産
加
工
品
に

つ
い
て
、
町
内
の
水
産
加
工
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
慢
の
品
物
を
ひ
と
つ

に
ま
と
め
た
「
増
毛
町
海
産
物
セ
ッ
ト
」
を
作
成
す
る
取
り
組
み（
写
真
）

を
行
い
、
４
０
７
件
１
７
７
１
万
円
の
寄
附
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
の
で
、
今
後
も
増
毛
町

の
味
覚
、
魅
力
を
全
国
に

発
信
す
る
機
会
と
し
て
ふ

る
さ
と
納
税
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

　
新
た
に
ふ
る
さ
と
納
税

の
返
礼
品
と
し
て
登
録
し

た
い
と
お
考
え
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
お

気
軽
に
企
画
財
政
課
企
画

係
ふ
る
さ
と
納
税
担
当
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

年　　度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

合　　計
対前年度増加
対前年度比
次年度リピート率

項　　目 金額（円）
１億１,８７１万

ー ー
ー

ー
ー

９,６６０４億７,６５３万
３５７,８１７万
３０１.４％
２４.８％

２０８.９％

３０,８０５
２１,１４５

５億 ５７１万
２９,１８０万
６.１％
２３.０％

１８.６％

３６,５２６
５,７２１

５億５,１１７万
４５,４６４万
９.０％
１８.９％

１５.３％

４２,１１３
５,５８７

３億６,６４２万
▲１８４,７５３万

▲３３.５％
２２.５％

▲４０.４％

２５,１０８
▲１７,００５

３億２,０４２万
▲４,６００万
▲１４.６％ ▲１８.７％

２１,００９
▲４,６８５

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件）

特集  ふるさと納税（頑張れ増毛応援基金）の状況

令和元年度 ３億２,０４１万６,０００円

　ふるさと納税は、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度です。
　手続きをすると所得税の還付、住民税の控除が受けられ、自分自身で納税（寄附）先や使い
道を決められる仕組みです。
　また、寄附のお礼として各自治体が地場の返礼品を贈っており、増毛町も水産加工品やお米、
果物などを贈っています。

２０１８年４月２２日
「増毛駅舎リ・ボーンセレモニー」より

増
毛
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
？

表２ 令和元年度の使途指定実績と２年度の項目別充当額

表３ 令和元年度の申込返礼品（上位５品）

　
令
和
元
年
度
に
増
毛
町
が
受
入
れ
た
寄
附
を
都
道
府
県

別
に
み
る
と
、
１
位
「
東
京
都
」、
２
位
「
神
奈
川
県
」、

３
位
「
北
海
道
」
と
続
き
ま
す
。（
表
４
）

　
全
国
の
寄
附
受
入
額
は
北
海
道
は
９
位
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
増
毛
町
は
北
海
道
内
か
ら
の
寄
附
が
多
い
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　
北
海
道
か
ら
の
寄
附
の
返
礼
品
申
込
み
内
訳
を
、
全
国

の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
日
本
酒
が
２
．９
７
倍
、
甘
え
び

１
．６
８
倍
、た
こ
１
．６
０
倍
、
果
物
が
１
．３
８
倍
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
今
年
は
残
念
な
が
ら
開
催
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
春
・
秋
の
味
ま
つ
り
や
札
幌
市
な
ど
で
町
内
物
産

の
Ｐ
Ｒ
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
成
果
と
し
て
、
北

海
道
民
に
増
毛
町
の
地
名
と
味
覚
が
浸
透
し
、
ふ
る
さ
と

納
税
の
寄
附
先
と
し
て
選
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
た
め
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
に
増
毛
町
に
寄
附
頂
い
た

ふ
る
さ
と
納
税
の
総
額
は
２
万
１
０
０
９

件
、３
億
２
０
４
１
万
６
千
円
で
し
た
。

　
使
途
の
指
定
は
上
位
か
ら
順
に「
子
ど

も
、子
育
て
、教
育
に
関
す
る
事
業
」「
地

場
産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
業
」「
医
療
、保

健
、福
祉
、高
齢
化
対
策
、介
護
に
関
す
る

事
業
」と
な
っ
て
お
り
、返
礼
品
や
送
料
等

の
経
費
を
除
い
た
約
半
分
の
額
に
「
指
定

事
業
な
し
」の
寄
附
金
を
加
え
て
今
年
度

（
令
和
２
年
度
）の
各
該
当
事
業
に
充
当
し
、

医
療
、福
祉
、子
育
て
、観
光
等
の
事
業
の

充
実
と
振
興
を
図
っ
て
い
ま
す
。（
表
２
）

　
令
和
元
年
度
に
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
と
し
て
選
ば
れ
た
品
物
は
上
位
か
ら「
ボ

タ
ン
エ
ビ
１
㎏（
35
尾
〜
45
尾
）」
３
６
３

３
件
、「
ひ
と
く
ち
辛
子
明
太
子
と
ほ
ぐ
し

た
ら
こ（
辛
子
明
太
味
）」
３
２
８
２
件
、

「
北
海
道
産
塩
数
の
子
」
９
６
３
件
、「
味

付
け
数
の
子
セ
ッ
ト
」
８
６
２
件
、「
さ
く

ら
ん
ぼ
１
㎏
」
８
５
０
件
と
増
毛
町
自
慢

の
特
産
品
が
並
ん
で
い
ま
す
。（
表
３
）

　
な
か
で
も
ボ
タ
ン
エ
ビ
は
平
成
30
年
度

か
ら
１
２
５
７
件
53
％
も
申
込
が
ア
ッ
プ

し
増
毛
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
牽
引
役
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　お
正
月
の
ご
ち
そ
う
に
合
わ
せ
て
返
礼
品
を
選

ぶ
方
が
多
い
た
め
か
、
年
末
に
多
く
の
寄
附
が
寄

せ
ら
れ
ま
す
。
増
毛
町
の
返
礼
品
は
お
せ
ち
に
入

る
返
礼
品
が
揃
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
ワ
ビ
は
東
京

都
で
全
国
平
均
の
１
．２
３
倍
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
数
の
子
は
大
阪
府
で
人
気
が
あ
り
全
国
平

均
の
１
．６
９
倍
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
の
人
は

数
の
子
が
好
き
な
の
で
し
ょ
う
か
？
と
て
も
興
味

深
い
で
す
ね
。

　サ
ク
ラ
ン
ボ
は
愛
知
県
の
方
に
多
く
選
ば
れ
て

い
ま
す
が
、
理
由
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
愛
知
県
に

は
観
光
型
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
園
が
無
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
栽
培
に
は
あ
る
程
度

の
冷
涼
さ
が
必
要
な
の
で
、
あ
ま
り
南
で
は
栽
培

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
愛
知
県
の
周
辺
の
静
岡
や

滋
賀
に
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
園
が
あ
る
の
に
愛
知
県
に

は
な
い
の
で
、
よ
り
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
選
ぶ
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　こ
れ
か
ら
も
増
毛
町
の
魅
力
、
生
産
者
の
思
い

を
全
国
に
効
果
的
に
発
信
す
る
た
め
に
ふ
る
さ
と

納
税
の
調
査
や
宣
伝
に
取
り
組
み
ま
す
の
で
、
応

援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　増
毛
町
で
選
ば
れ
る
返
礼
品
の
人
気
上
位
で
あ

る
た
ら
こ
と
明
太
子
は
、
都
道
府
県
毎
に
大
き
な

偏
り
は
無
く
平
均
的
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
福

岡
県
で
は
た
ら
こ
は
全
国
平
均
の
０.６
倍
、
明
太
子

は
０.７
倍
し
か
選
ば
れ
て
お
ら
ず
。
や
は
り
と
い
う

結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

増毛町の
受入順位

子ども・子育て・教育
項　目 R１・寄附額（割合） R２・充当額

地場産業・観光・歴史・文化
医療・保健・福祉・高齢化・介護
富田屋保全
そのほか（自治体委任）

全国への
寄附額順位

全国平均（１.００）より選ばれている割合が高い返礼品
１ ２ ３ ４

１位　（２３.９％）
２位　（１１.７％）
３位　  （９.２％）
４位　  （６.８％）
５位　  （６.３％）

１位　（２６.４％）
２位　（１０.５％）
９位　  （２.３％）
３位　  （８.７％）
４位　  （７.３％）

アワビ （１.２３倍）
お　米 （１.３３倍）
日本酒 （２.９７倍）
数の子 （１.６９倍）
サクランボ （１.２８倍）

いくら （１.１７倍）
日本酒（１.１６倍）
甘えび （１.６８倍）
いくら （１.２１倍）
お　米 （１.２０倍）

た　こ （１.０９倍）
サクランボ （１.０７倍）
た　こ （１.６０倍）
明太子 （１.０４倍）
明太子 （１.１３倍）

日本酒 （１.０５倍）
た　こ （１.０６倍）
果　物 （１.３８倍）
たらこ （１.０１倍）
甘えび （１.０６倍）

表４ 都道府県別寄附額順位（増毛町受入・全国受入）
　　 と増毛町への寄附に対する返礼品（平成３１年１月末現在集計）

神奈川県
東 京 都
都道府県

北 海 道
大 阪 府
愛 知 県

９,３１０万（２９.１％） ７,６３３万
５,８１６万（１８.１％） ３,０５０万
３,３７５万（１０.５％） ４,１８２万
１,１４４万（  ３.６％） ８７５万
１２,３９７万（３８.７％） １３５万

ボタンエビ１ｋｇ（３５尾～４５尾）
返 礼 品 R１件数

ひとくち辛子明太子とほぐしたらこ
北海道産塩数の子
味付け数の子セット
さくらんぼ１ｋｇ

特産品合計

３,６３３件（１５.５％）
３,２８２件（１４.０％）
９６３件（  ４.１％）
８６２件（  ３.７％）
８５０件（  ３.６％）

２３,４６５件（１００％）

都
道
府
県
別
寄
附
額

令
和
元
年
度
の
ふ
る
さ
と
納
税

実
績
と
令
和
２
年
度
の
使
い
道

人
気
返
礼
品
は
？

ふ
る
さ
と
納
税「
へ
ー
」な
話

○
大
阪
の
人
は
数
の
子
好
き
？

○
や
っ
ぱ
り
苦
戦  

福
岡
県
へ
の
た
ら
こ

○
愛
知
県
に
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
園
が
な
い



広報ましけ　2020.093

表１ 近年の増毛町のふるさと納税の受入れ状況

写真　増毛町海産物セット（８万円セット）

　
増
毛
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
寄
附
の
受
入
は
、
制
度
開
始
年
度
と

な
る
平
成
２０
年
度
の
６９
万
５
千
円
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
北
海
道
内
で
は
早
い
段
階
か
ら
力
を
入
れ
た
結
果
、
平
成
２６
年
度
に
は

道
内
７
位
と
な
る
１
億
１
８
７
１
万
２
千
円
を
皮
切
り
に
、
Ｊ
Ｒ
廃
線
の

翌
年
と
な
る
平
成
２９
年
度
は
５
億
５
１
１
７
万
３
千
円
ま
で
寄
附
額
が
上

昇
し
ま
し
た
。（
表
１
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
へ
の
参
入
自
治
体
の
増
加
や
、

返
礼
品
競
争
の
過
激
化
と
い
う
全
国
的
な
情
勢
と
、
廃
線
ブ
ー
ム
が
落
ち

着
い
た
こ
と
に
よ
る
リ
ピ
ー
タ
ー
の
減
少
に
よ
り
平
成
３０
年
度
か
ら
は
残

念
な
が
ら
受
入
額
が
減
少
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
様
な
状
況
の
な
か
、
令
和
元
年
度
か
ら
増
毛
町
の
特
産
品
の
魅
力

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
年
末
年
始
に
需
要
が
高
ま
る
水
産
加
工
品
に

つ
い
て
、
町
内
の
水
産
加
工
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
慢
の
品
物
を
ひ
と
つ

に
ま
と
め
た
「
増
毛
町
海
産
物
セ
ッ
ト
」
を
作
成
す
る
取
り
組
み（
写
真
）

を
行
い
、
４
０
７
件
１
７
７
１
万
円
の
寄
附
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
の
で
、
今
後
も
増
毛
町

の
味
覚
、
魅
力
を
全
国
に

発
信
す
る
機
会
と
し
て
ふ

る
さ
と
納
税
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

　
新
た
に
ふ
る
さ
と
納
税

の
返
礼
品
と
し
て
登
録
し

た
い
と
お
考
え
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
お

気
軽
に
企
画
財
政
課
企
画

係
ふ
る
さ
と
納
税
担
当
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

年　　度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

合　　計
対前年度増加
対前年度比
次年度リピート率

項　　目 金額（円）
１億１,８７１万

ー ー
ー

ー
ー

９,６６０４億７,６５３万
３５７,８１７万
３０１.４％
２４.８％

２０８.９％

３０,８０５
２１,１４５

５億 ５７１万
２９,１８０万
６.１％
２３.０％

１８.６％

３６,５２６
５,７２１

５億５,１１７万
４５,４６４万
９.０％
１８.９％

１５.３％

４２,１１３
５,５８７

３億６,６４２万
▲１８４,７５３万

▲３３.５％
２２.５％

▲４０.４％

２５,１０８
▲１７,００５

３億２,０４２万
▲４,６００万
▲１４.６％ ▲１８.７％

２１,００９
▲４,６８５

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件）

特集  ふるさと納税（頑張れ増毛応援基金）の状況

令和元年度 ３億２,０４１万６,０００円

　ふるさと納税は、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度です。
　手続きをすると所得税の還付、住民税の控除が受けられ、自分自身で納税（寄附）先や使い
道を決められる仕組みです。
　また、寄附のお礼として各自治体が地場の返礼品を贈っており、増毛町も水産加工品やお米、
果物などを贈っています。

２０１８年４月２２日
「増毛駅舎リ・ボーンセレモニー」より

増
毛
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
？

表２ 令和元年度の使途指定実績と２年度の項目別充当額

表３ 令和元年度の申込返礼品（上位５品）

　
令
和
元
年
度
に
増
毛
町
が
受
入
れ
た
寄
附
を
都
道
府
県

別
に
み
る
と
、
１
位
「
東
京
都
」、
２
位
「
神
奈
川
県
」、

３
位
「
北
海
道
」
と
続
き
ま
す
。（
表
４
）

　
全
国
の
寄
附
受
入
額
は
北
海
道
は
９
位
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
増
毛
町
は
北
海
道
内
か
ら
の
寄
附
が
多
い
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　
北
海
道
か
ら
の
寄
附
の
返
礼
品
申
込
み
内
訳
を
、
全
国

の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
日
本
酒
が
２
．９
７
倍
、
甘
え
び

１
．６
８
倍
、た
こ
１
．６
０
倍
、
果
物
が
１
．３
８
倍
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
今
年
は
残
念
な
が
ら
開
催
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
春
・
秋
の
味
ま
つ
り
や
札
幌
市
な
ど
で
町
内
物
産

の
Ｐ
Ｒ
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
成
果
と
し
て
、
北

海
道
民
に
増
毛
町
の
地
名
と
味
覚
が
浸
透
し
、
ふ
る
さ
と

納
税
の
寄
附
先
と
し
て
選
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
た
め
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
に
増
毛
町
に
寄
附
頂
い
た

ふ
る
さ
と
納
税
の
総
額
は
２
万
１
０
０
９

件
、３
億
２
０
４
１
万
６
千
円
で
し
た
。

　
使
途
の
指
定
は
上
位
か
ら
順
に「
子
ど

も
、子
育
て
、教
育
に
関
す
る
事
業
」「
地

場
産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
業
」「
医
療
、保

健
、福
祉
、高
齢
化
対
策
、介
護
に
関
す
る

事
業
」と
な
っ
て
お
り
、返
礼
品
や
送
料
等

の
経
費
を
除
い
た
約
半
分
の
額
に
「
指
定

事
業
な
し
」の
寄
附
金
を
加
え
て
今
年
度

（
令
和
２
年
度
）の
各
該
当
事
業
に
充
当
し
、

医
療
、福
祉
、子
育
て
、観
光
等
の
事
業
の

充
実
と
振
興
を
図
っ
て
い
ま
す
。（
表
２
）

　
令
和
元
年
度
に
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
と
し
て
選
ば
れ
た
品
物
は
上
位
か
ら「
ボ

タ
ン
エ
ビ
１
㎏（
35
尾
〜
45
尾
）」
３
６
３

３
件
、「
ひ
と
く
ち
辛
子
明
太
子
と
ほ
ぐ
し

た
ら
こ（
辛
子
明
太
味
）」
３
２
８
２
件
、

「
北
海
道
産
塩
数
の
子
」
９
６
３
件
、「
味

付
け
数
の
子
セ
ッ
ト
」
８
６
２
件
、「
さ
く

ら
ん
ぼ
１
㎏
」
８
５
０
件
と
増
毛
町
自
慢

の
特
産
品
が
並
ん
で
い
ま
す
。（
表
３
）

　
な
か
で
も
ボ
タ
ン
エ
ビ
は
平
成
30
年
度

か
ら
１
２
５
７
件
53
％
も
申
込
が
ア
ッ
プ

し
増
毛
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
牽
引
役
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　お
正
月
の
ご
ち
そ
う
に
合
わ
せ
て
返
礼
品
を
選

ぶ
方
が
多
い
た
め
か
、
年
末
に
多
く
の
寄
附
が
寄

せ
ら
れ
ま
す
。
増
毛
町
の
返
礼
品
は
お
せ
ち
に
入

る
返
礼
品
が
揃
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
ワ
ビ
は
東
京

都
で
全
国
平
均
の
１
．２
３
倍
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
数
の
子
は
大
阪
府
で
人
気
が
あ
り
全
国
平

均
の
１
．６
９
倍
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
の
人
は

数
の
子
が
好
き
な
の
で
し
ょ
う
か
？
と
て
も
興
味

深
い
で
す
ね
。

　サ
ク
ラ
ン
ボ
は
愛
知
県
の
方
に
多
く
選
ば
れ
て

い
ま
す
が
、
理
由
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
愛
知
県
に

は
観
光
型
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
園
が
無
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
栽
培
に
は
あ
る
程
度

の
冷
涼
さ
が
必
要
な
の
で
、
あ
ま
り
南
で
は
栽
培

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
愛
知
県
の
周
辺
の
静
岡
や

滋
賀
に
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
園
が
あ
る
の
に
愛
知
県
に

は
な
い
の
で
、
よ
り
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
選
ぶ
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　こ
れ
か
ら
も
増
毛
町
の
魅
力
、
生
産
者
の
思
い

を
全
国
に
効
果
的
に
発
信
す
る
た
め
に
ふ
る
さ
と

納
税
の
調
査
や
宣
伝
に
取
り
組
み
ま
す
の
で
、
応

援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　増
毛
町
で
選
ば
れ
る
返
礼
品
の
人
気
上
位
で
あ

る
た
ら
こ
と
明
太
子
は
、
都
道
府
県
毎
に
大
き
な

偏
り
は
無
く
平
均
的
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
福

岡
県
で
は
た
ら
こ
は
全
国
平
均
の
０.６
倍
、
明
太
子

は
０.７
倍
し
か
選
ば
れ
て
お
ら
ず
。
や
は
り
と
い
う

結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

増毛町の
受入順位

子ども・子育て・教育
項　目 R１・寄附額（割合） R２・充当額

地場産業・観光・歴史・文化
医療・保健・福祉・高齢化・介護
富田屋保全
そのほか（自治体委任）

全国への
寄附額順位

全国平均（１.００）より選ばれている割合が高い返礼品
１ ２ ３ ４

１位　（２３.９％）
２位　（１１.７％）
３位　  （９.２％）
４位　  （６.８％）
５位　  （６.３％）

１位　（２６.４％）
２位　（１０.５％）
９位　  （２.３％）
３位　  （８.７％）
４位　  （７.３％）

アワビ （１.２３倍）
お　米 （１.３３倍）
日本酒 （２.９７倍）
数の子 （１.６９倍）
サクランボ （１.２８倍）

いくら （１.１７倍）
日本酒（１.１６倍）
甘えび （１.６８倍）
いくら （１.２１倍）
お　米 （１.２０倍）

た　こ （１.０９倍）
サクランボ （１.０７倍）
た　こ （１.６０倍）
明太子 （１.０４倍）
明太子 （１.１３倍）

日本酒 （１.０５倍）
た　こ （１.０６倍）
果　物 （１.３８倍）
たらこ （１.０１倍）
甘えび （１.０６倍）

表４ 都道府県別寄附額順位（増毛町受入・全国受入）
　　 と増毛町への寄附に対する返礼品（平成３１年１月末現在集計）

神奈川県
東 京 都
都道府県

北 海 道
大 阪 府
愛 知 県

９,３１０万（２９.１％） ７,６３３万
５,８１６万（１８.１％） ３,０５０万
３,３７５万（１０.５％） ４,１８２万
１,１４４万（  ３.６％） ８７５万
１２,３９７万（３８.７％） １３５万

ボタンエビ１ｋｇ（３５尾～４５尾）
返 礼 品 R１件数

ひとくち辛子明太子とほぐしたらこ
北海道産塩数の子
味付け数の子セット
さくらんぼ１ｋｇ

特産品合計

３,６３３件（１５.５％）
３,２８２件（１４.０％）
９６３件（  ４.１％）
８６２件（  ３.７％）
８５０件（  ３.６％）

２３,４６５件（１００％）

都
道
府
県
別
寄
附
額

令
和
元
年
度
の
ふ
る
さ
と
納
税

実
績
と
令
和
２
年
度
の
使
い
道

人
気
返
礼
品
は
？

ふ
る
さ
と
納
税「
へ
ー
」な
話

○
大
阪
の
人
は
数
の
子
好
き
？

○
や
っ
ぱ
り
苦
戦  

福
岡
県
へ
の
た
ら
こ

○
愛
知
県
に
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
園
が
な
い
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　町教育委員会主催の町制施行１２０周年記念事業・元陣屋特別展
「増毛町１２０年の歩み展」が８月７日～２３日までの間、元陣屋を会場
に開かれ、明治元年から現在までの写真や地図、年表、町広報紙、
新聞記事など百数十点の資料が展示され、訪れる町民らが町の歴
史文化を再確認しました。
　企画展の中では、「過去の歴史セレクション」として、明治８年
から営業開始した増毛郵便局や大型汽船が停泊できる港湾建設ま
での足取りなどをパネルで紹介。企画展を見学した町民の方は、

「知らないことも沢山あった。先人の方が町の発展のために努力し
たことを知ることができました」と話していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　８月１２日、ましけキッズ体験隊（３・４年生クラス）の第４回事業
　　　　　　　　　　　　　　　が元陣屋で開催され、１４名が「おもしろ映像撮影」や「映画のアフ
　　　　　　　　　　　　　　　レコ」に挑戦しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　「おもしろ映像撮影」では、カメラを９０度回転させて、まるで壁
　　　　　　　　　　　　　　　に張りついているような映像を撮影。「映画のアフレコ」では、子
　　　　　　　　　　　　　　　どもたちが映画の映像に合わせて自分たちの声を録音しました。参
　　　　　　　　　　　　　　　加した増毛小学校４年の下田暁斗さんと横木天悠さんは「映画のア
　　　　　　　　　　　　　　　フレコでは、映像に声を合わすことが難しかったけど、みんなで協
　　　　　　　　　　　　　　　力して作品を作ることができて楽しかったです」と話していました。

　８月１８日、増毛町戦没者追悼式が文化センターで行われ、遺族
や来賓合わせて約４０名が参列しました。
　式辞で堀町長は「今後とも豊かで健康な町を築くために、一層
の努力をいたすことをお誓いいたします。戦没者の御霊がとこし
えに安らかであることを願うとともに、今後とも増毛の繁栄と平
和を見守ってくださるようお願いいたします」と述べました。
　参列した遺族や来賓は、祭壇に白菊を献花し、戦争で尊い命を
犠牲にされた方々の冥福を祈った後、増毛町遺族会の大西末治会
長が「戦争を知らない世代に平和の大切さを語り継ぐことが我々
の責務である」と誓いました。

　８月２３日、町制施行１２０周年記念事業全町マラソン大会ましけラン２０２０が暑寒公園を発着地点に
開催され、幼児から大人まで１１４名が懸命に走りました。今大会は新型コロナウイルス感染防止のた
め開閉会式は行わず、スタートも一斉スタートではなく、４人ずつ１０秒間隔でスタートするなどして
対策を講じて行われました。結果は次のとおりです。（１位のみ掲載、敬称略）
　　　　　　　　　　　　　　　　○親子の部▲女子①中川璃乃・豊▲男子①小野英美 ･ 仁椰
　　　　　　　　　　　　　　　　○小学生の部▲１年女子①一岡鈴▲１年男子①川崎利一朗▲２年
　　　　　　　　　　　　　　　　女子①平戸海緒▲２年男子①橋詰颯人▲３年女子①三浦舞子▲３
　　　　　　　　　　　　　　　　年男子①茨木爽▲４年女子①吉田梨乃▲４年男子①木谷拓斗▲５
　　　　　　　　　　　　　　　　年女子①前野結菜▲５年男子①池田蓮▲６年女子①吉田咲葵▲６
　　　　　　　　　　　　　　　　年男子①竹内瑛太
　　　　　　　　　　　　　　　　○中学生の部▲女子①大井月星▲男子①三浦岳斗
　　　　　　　　　　　　　　　　○一般の部▲３．２㎞ ①岡村光祐▲５．０㎞ ①竹内真澄

町制施行１２０周年記念事業　
全町マラソン大会　ましけラン２０２０

増毛町戦没者追悼式

ましけキッズ体験隊2020「おもしろ映像を撮ろう」

増毛の歴史文化を再確認

映画のアフレコに挑戦 !

戦没者の冥福を祈る

果樹園を眺めながら力走

▲「映画のアフレコ」に挑戦する参加者

町制施行１２０周年記念事業
元陣屋特別展「増毛町１２０年の歩み展」
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　増毛町在住で、塩見建設株式会社（北竜町）の代表取締役を務
める越田光行さんは７月３１日、町が推進する健康づくり事業など
に役立ててほしいと、企業版ふるさと納税制度を活用して町に３
年続けて現金を寄付しました。
　越田さんは「今は新型コロナウイルス感染症の対応などで大変
な時期だと思います。増毛町の健康づくりなどに活用していただ
きたい。今後もできるだけ長く寄付を続けていきたいと思ってい
ます」と話し、堀町長は「３年続けて寄付していただき、ありが
とうございます。増毛町の更なる発展と町民の健康づくりのため
に、大切に使わせていただきます」とお礼を述べました。

　　　　　　　　　　　　　　　　７月２７日、留萌海上保安部は船舶が増毛港に入港する際に港の
　　　　　　　　　　　　　　　入口を明示する標識として使用され、増毛港西防波堤に設置されて
　　　　　　　　　　　　　　　いた西防波堤灯台の撤去に伴い、初点灯日を記した初点プレートと
　　　　　　　　　　　　　　　写真入りの額縁を町に寄贈しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　増毛港西防波堤灯台は、同港の港勢の進展に伴い、主たる港の入
　　　　　　　　　　　　　　　口を示す北防波堤を引き続き管理するとしたため、港内に位置する
　　　　　　　　　　　　　　　同港西防波堤灯台を廃止し、解体撤去されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　留萌海上保安部の小野次長から初点プレートを受け取った堀町長
　　　　　　　　　　　　　　　は「長きにわたり増毛港に出入りする船舶などの安全を守ってくれ
　　　　　　　　　　　　　　　た灯台のプレートの重みを感じます」と感謝の言葉を述べました。

　和田忠正さんは昭和２６年４月に遠別町立遠別小学校助教諭に命ぜられた
のを皮切りに、昭和５０年には増毛町立信砂小学校教頭として、平成元年に
は増毛町立信砂小学校校長として赴任され、特にコンピュータを授業に取
り入れた活動をするなど、いち早く時代の先を見据えた教育環境の充実に
務められました。平成４年３月に定年退職するまでの間、留萌管内８校の
小学校を歴任し、小学校教育に従事すること４１年間、地域社会に貢献する
幾多の人材を養成し、学校教育の発展のためご尽力され、退職後も社会福
祉業務に多大なるご功績をあげられたことが評価されました。
　７月３１日には、札幌市の自宅で高齢者叙勲伝達式が行われ、佐藤教育長
から勲章と勲記が手渡されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　７月２９日、自衛官募集相談員への委嘱状交付式が役場町長室で
　　　　　　　　　　　　　　　　行われ、堀町長と自衛隊旭川地方協力本部二瓶恵司本部長から相
　　　　　　　　　　　　　　　　談員を務める冨野嘉隆さんと佐々木弘幸さんに委嘱状が手渡され
　　　　　　　　　　　　　　　　ました。冨野さん、佐々木さんはいずれも再任で、任期は令和２
　　　　　　　　　　　　　　　　年４月１日から２年間となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　堀町長は「今後も自衛官募集業務に尽力していただきたい」、二
　　　　　　　　　　　　　　　　瓶本部長は「地域の皆さんの安心安全のためにも、お二人の力を
　　　　　　　　　　　　　　　　貸していただきたい」とそれぞれ述べました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　自衛官募集相談員は、町内で自衛官募集に協力するためにＰＲ
　　　　　　　　　　　　　　　　や志願者へ情報提供といった必要な活動を行っています。

塩見建設株式会社が増毛町の健康づくりのために寄付

留萌海上保安部から増毛港西防波堤灯台の初点プレートを町へ寄贈

学校教育の発展に尽力され瑞宝双光章　和田忠正さんに高齢者叙勲

冨野さんと佐々木さんに自衛官募集相談員の委嘱状を交付

▲自衛官募集相談員の委嘱状を受け取った
　冨野嘉隆さん（左から２人目）と佐々木弘
　幸さん（左から３人目）

▲町へ寄付をした塩見建設株式会社の越田
　光行代表取締役（右）
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　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、広く町民生活並びに経済活動を支援するため、水道と
下水道の基本料金を３ヶ月間減免します。なお、減免にあたって皆様にお願いする手続きはありません。

　下水道管の設置工事は平成２３年度をもって休止しておりますが、市街地区の大部分で接続が可
能です。ご自宅が接続可能か確認したい場合は、役場上下水道課若しくは指定工事店（下記一覧参
照）までご連絡をお願いします。　

　町では下水道への接続にあたって「増毛町住宅リフォーム等補助事業」により一定の要件を満た
す場合に、費用の一部を補助しています。
　本補助事業の実施期間は令和５年３月３１日までとなっておりますので、下水道へ接続されてい
ないご家庭におかれましては、早期の下水道接続をご検討いただきますようよろしくお願いします。
　下水道への接続後は、毎月、水道料金と併せて下水道使用料をご負担いただきます。家庭用の使
用料は次のとおりとなりますのでご参照ください。

◆公共下水道排水設備指定工事店（町内施工業者）　
指定工事店

家事用

基本使用料
基本水量

１ヶ月　８㎥ まで １㎥ 超過毎に１,３９０円 ２００円
超過水量使用料 使用料

超過使用料

注：使用料は改定となる場合があります。

住　所 電話番号
５３－１３６１
５３－１６２２
５３－１１４０
５３－３３６９

港町４６番地の３
南畠中町３丁目１６４番地
暑寒町１丁目２２番地
暑寒町３丁目９４番地の７

（有）タナハシ設備

（有）土橋建設

（株）清野建設
増毛土建（株）

◆下水道使用料（用途－家事用の場合）

　下水道の日は、下水道の普及促進活動を全国に発信するため、昭和３６年に建設省（現
国土交通省）及び関係機関で定められたものです。
　町では皆様に事故無く安全に下水道をご利用いただけるよう下水道管の点検や処理施設

の改修等を行い、適切な維持管理に努めております。
　下水道は皆様の生活環境をより良くするための公共財産です。てんぷら油などの廃油や、紙おむ
つなどの下水道管がつまる恐れのある物は流すことのないようにご協力をお願いします。ご近所の
お宅の流れが悪くなり、閉塞事故の原因となるばかりか、処理施設の事故につながる恐れがありま
すので、正しくご利用いただきますよう利用者皆様のご協力をお願いします。

１ 減免の内容
　・ 上水道及び簡易水道基本料金、下水道基本料金を３ヶ月間無料とします。
　　（メーター使用料と超過料金については従来どおり請求いたします。）
２ 対象
　・ 一般家庭及び事業者（公共施設は除く）
３ 減免期間
　・ 令和２年１０月請求分から令和２年１２月請求分まで
４ 検針票
　・ 月末に検針を行った際に、配布する検針票には基本料金を含めた水道料金と下水道料金が印字
　　されていますが、その金額から基本料金を減免して請求いたしますのでご了承願います。

【問合せ先】　役場上下水道課（電話 ５３－１１５２）［直通］

【問合せ先】　役場上下水道課・下水道係（電話 ５３－１１５２）［内 １２２］

【令和２年】
★９月２９日（火）
　増毛町［文化センター］   
☆１０月２２日（木）
　羽幌町［勤労青少年ホーム］　 
☆１１月２６日（木）　
　初山別村［自然交流センター］
☆１２月１０日（木）
　苫前町［公民館］ 
【令和３年】
☆１月２８日（木）
　小平町［文化交流センター］
★２月２５日（木）
　増毛町［文化センター］
☆３月２５日（木）
　羽幌町［勤労青少年ホーム］ 
※お住まいの市町村以外でも上記
　で開催される相談会に申込いた
　だくことが可能です。
　【お問合せ先】
　 ◇小平町　　☎56-2111
　 ◇苫前町　　☎64-2211
　 ◇羽幌町　　☎62-1211
　 ◇初山別村　☎67-2211
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９
９
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必ず全ての葉を取ってごみステーションに出すようにしてください
※杉、松、おんこ等の針葉樹のせん定枝については出すことができません。
　環境への負荷を減らすため、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
　【お問合せ先】　留萌南部衛生組合（電話43－2555、43-2588）
　　　　　　　　役場町民課・町民環境係（電話53－1112）

▶
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、
葉
が
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て
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る
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め
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す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、広く町民生活並びに経済活動を支援するため、水道と
下水道の基本料金を３ヶ月間減免します。なお、減免にあたって皆様にお願いする手続きはありません。

　下水道管の設置工事は平成２３年度をもって休止しておりますが、市街地区の大部分で接続が可
能です。ご自宅が接続可能か確認したい場合は、役場上下水道課若しくは指定工事店（下記一覧参
照）までご連絡をお願いします。　

　町では下水道への接続にあたって「増毛町住宅リフォーム等補助事業」により一定の要件を満た
す場合に、費用の一部を補助しています。
　本補助事業の実施期間は令和５年３月３１日までとなっておりますので、下水道へ接続されてい
ないご家庭におかれましては、早期の下水道接続をご検討いただきますようよろしくお願いします。
　下水道への接続後は、毎月、水道料金と併せて下水道使用料をご負担いただきます。家庭用の使
用料は次のとおりとなりますのでご参照ください。

◆公共下水道排水設備指定工事店（町内施工業者）　
指定工事店

家事用

基本使用料
基本水量

１ヶ月　８㎥ まで １㎥ 超過毎に１,３９０円 ２００円
超過水量使用料 使用料

超過使用料

注：使用料は改定となる場合があります。

住　所 電話番号
５３－１３６１
５３－１６２２
５３－１１４０
５３－３３６９

港町４６番地の３
南畠中町３丁目１６４番地
暑寒町１丁目２２番地
暑寒町３丁目９４番地の７

（有）タナハシ設備

（有）土橋建設

（株）清野建設
増毛土建（株）

◆下水道使用料（用途－家事用の場合）

　下水道の日は、下水道の普及促進活動を全国に発信するため、昭和３６年に建設省（現
国土交通省）及び関係機関で定められたものです。
　町では皆様に事故無く安全に下水道をご利用いただけるよう下水道管の点検や処理施設

の改修等を行い、適切な維持管理に努めております。
　下水道は皆様の生活環境をより良くするための公共財産です。てんぷら油などの廃油や、紙おむ
つなどの下水道管がつまる恐れのある物は流すことのないようにご協力をお願いします。ご近所の
お宅の流れが悪くなり、閉塞事故の原因となるばかりか、処理施設の事故につながる恐れがありま
すので、正しくご利用いただきますよう利用者皆様のご協力をお願いします。

１ 減免の内容
　・ 上水道及び簡易水道基本料金、下水道基本料金を３ヶ月間無料とします。
　　（メーター使用料と超過料金については従来どおり請求いたします。）
２ 対象
　・ 一般家庭及び事業者（公共施設は除く）
３ 減免期間
　・ 令和２年１０月請求分から令和２年１２月請求分まで
４ 検針票
　・ 月末に検針を行った際に、配布する検針票には基本料金を含めた水道料金と下水道料金が印字
　　されていますが、その金額から基本料金を減免して請求いたしますのでご了承願います。

【問合せ先】　役場上下水道課（電話 ５３－１１５２）［直通］

【問合せ先】　役場上下水道課・下水道係（電話 ５３－１１５２）［内 １２２］

【令和２年】
★９月２９日（火）
　増毛町［文化センター］   
☆１０月２２日（木）
　羽幌町［勤労青少年ホーム］　 
☆１１月２６日（木）　
　初山別村［自然交流センター］
☆１２月１０日（木）
　苫前町［公民館］ 
【令和３年】
☆１月２８日（木）
　小平町［文化交流センター］
★２月２５日（木）
　増毛町［文化センター］
☆３月２５日（木）
　羽幌町［勤労青少年ホーム］ 
※お住まいの市町村以外でも上記
　で開催される相談会に申込いた
　だくことが可能です。
　【お問合せ先】
　 ◇小平町　　☎56-2111
　 ◇苫前町　　☎64-2211
　 ◇羽幌町　　☎62-1211
　 ◇初山別村　☎67-2211
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必ず全ての葉を取ってごみステーションに出すようにしてください
※杉、松、おんこ等の針葉樹のせん定枝については出すことができません。
　環境への負荷を減らすため、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
　【お問合せ先】　留萌南部衛生組合（電話43－2555、43-2588）
　　　　　　　　役場町民課・町民環境係（電話53－1112）

▶
こ
の
状
態
で
は
、
葉
が

つ
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て
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る
た
め
、
出
す

こ
と
は
で
き
ま
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ん
。
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　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている農業を営む法人及
び個人事業者を対象に、今後の事業継続に向けた取組等を支援する対策として支援金を最大10万
円助成します。
　１．支給対象者
　　　町内在住で農業を営む法人及び個人事業者
　　　（ただし、「増毛町中小企業継続支援金」の交付を受けた法人及び個人事業者を除く。）
　２．支援金の額（①＋②　最大１０万円）
　　　①令和元年以前から事業収入を得ている者　→　一律３0,000円
　　　　令和2年1月から6月までに新規就農した者　→　一律１0,000円
　　　②令和2年3月から12月までの期間の売上が前年比で10％以上減少している者
　　　　　→　７0,000円
　３．申請方法
　　　下記の様式等を提出する。申請書は、増毛町役場農林水産課窓口と増毛町ホームページ
　　　で入手することができます。
　　　　①増毛町農業事業継続支援金交付申請書兼実績報告書（様式第1号）
　　　　②月別売上表（令和元年及び令和2年の2か年分）（様式第２号）
　　　　③令和元年及び令和2年分の確定申告書の写し
　　　　④その他町長が必要とする書類
　４．申請期限
　　　令和3年2月26日（金）
　５．申請書提出先
　　　増毛町役場農林水産課（受付は土日祝日を除く　8:45～17:15）

　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている漁業を営む法人及
び個人事業者を対象に、今後の事業継続に向けた取組等を支援する対策として支援金を最大２０万
円助成します。
　１．支給対象者
　　　町内で漁業者として事業を営む法人及び個人
　２．支援金の額
　　　①令和２年３月期から１２月期までの水揚げ高が前年同期で１０％以上減少している者
　　　　　→　一律100,000円
　　　②①に加え、船員法適用船で乗組員を雇用している漁業者または健康保険・厚生年金保
　　　　険の運用事業所であり、対象期間に資格取得している従業員がいる漁業者
　　　　　→　加算100,000円
　３．申請方法
　　　下記の書類等を提出する。申請書は、増毛漁業協同組合窓口で入手することができます。
　　　　①増毛町漁業事業継続支援金申請書（別記第１号様式）
　　　　②水揚げの確認に係る調書（別記第２号様式）
　４．申請期限
　　　増毛漁業協同組合長が定める日
　５．申請書提出先
　　　増毛漁業協同組合（電話５３－１５５５）

＜漁業・農業を営む法人及び個人事業者の皆様へ＞

★漁業事業継続支援金

★農業事業継続支援金　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている小売業等を営む法
人及び個人事業者を対象に、事業継続支援と地域経済の活性化を目的に特産品に係る配送料の一部
を助成します。
　１．「特産品」とは
　　　①農水産加工品　②酒類　③その他町長が認めるもの　　
　２．支援対象者
　　　①町内在住で小売業等を営む法人及び個人事業者　②本事業に参加登録した者
　３．支援金の額
　　　特産品を購入した個人に係る配送料1件につき1千円（ただし、1件が1千円未満の
　　　場合はその額）
　３．申請方法
　　　下記の書類等を提出する。
　　　　①増毛町特産品販売促進事業助成金登録申請書（別記様式第1号）
　　　　②増毛町特産品販売促進事業助成金申請書（別記様式第2号）
　　　　③事業実施報告書（別記様式第3号） 
　　　　④領収書等の支払済であることが分かる書類の写し
　　　　⑤助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し（初回のみ）
　　　　⑥その他町長が必要とする書類
　４．申請期限
　　　実績を月ごとに取りまとめ、翌月10日まで
　５．申請書提出先
　　　増毛町役場商工観光課（受付は土日祝日を除く　8:45～17:15）
　６．問合せ先
　　　増毛町役場商工観光課（電話５３－３３３２、ＦＡＸ５３－２３４８）　

　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている農業を営む法人及
び個人事業者を対象に、事業継続支援と地域経済の活性化を目的に農産物等に係る配送料の一部を
助成します。
　１．支給対象者
　　　①町内在住で農業を営む法人及び個人事業者　②本事業に参加登録した者
　２．支援金の額
　　　農産物等を購入した個人に係る配送料1件につき1千円（ただし、1件が1千円未満
　　　の場合はその額）
　３．申請方法
　　　下記の書類等を提出する。申請書は、増毛町役場農林水産課窓口と増毛町ホームページ
　　　で入手することができます。
　　　　①増毛町農産物販売促進事業助成金登録申請書（別記様式第1号）
　　　　②増毛町農産物販売促進事業助成金申請書（別記様式第2号）
　　　　③事業実施報告書（別記様式第3号） 
　　　　④領収書等の支払済であることが分かる書類の写し
　　　　⑤助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し（初回のみ）
　　　　⑥その他町長が必要とする書類
　４．申請期限
　　　実績を月ごとに取りまとめ、翌月10日まで
　５．申請書提出先
　　　増毛町役場農林水産課（受付は土日祝日を除く　8:45～17:15）
　６．問合せ先
　　　増毛町役場農林水産課（電話５３－１１１７、ＦＡＸ５３－２３４８）

★農産物販売促進事業助成金

★特産品販売促進事業助成金
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　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている農業を営む法人及
び個人事業者を対象に、今後の事業継続に向けた取組等を支援する対策として支援金を最大10万
円助成します。
　１．支給対象者
　　　町内在住で農業を営む法人及び個人事業者
　　　（ただし、「増毛町中小企業継続支援金」の交付を受けた法人及び個人事業者を除く。）
　２．支援金の額（①＋②　最大１０万円）
　　　①令和元年以前から事業収入を得ている者　→　一律３0,000円
　　　　令和2年1月から6月までに新規就農した者　→　一律１0,000円
　　　②令和2年3月から12月までの期間の売上が前年比で10％以上減少している者
　　　　　→　７0,000円
　３．申請方法
　　　下記の様式等を提出する。申請書は、増毛町役場農林水産課窓口と増毛町ホームページ
　　　で入手することができます。
　　　　①増毛町農業事業継続支援金交付申請書兼実績報告書（様式第1号）
　　　　②月別売上表（令和元年及び令和2年の2か年分）（様式第２号）
　　　　③令和元年及び令和2年分の確定申告書の写し
　　　　④その他町長が必要とする書類
　４．申請期限
　　　令和3年2月26日（金）
　５．申請書提出先
　　　増毛町役場農林水産課（受付は土日祝日を除く　8:45～17:15）

　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている漁業を営む法人及
び個人事業者を対象に、今後の事業継続に向けた取組等を支援する対策として支援金を最大２０万
円助成します。
　１．支給対象者
　　　町内で漁業者として事業を営む法人及び個人
　２．支援金の額
　　　①令和２年３月期から１２月期までの水揚げ高が前年同期で１０％以上減少している者
　　　　　→　一律100,000円
　　　②①に加え、船員法適用船で乗組員を雇用している漁業者または健康保険・厚生年金保
　　　　険の運用事業所であり、対象期間に資格取得している従業員がいる漁業者
　　　　　→　加算100,000円
　３．申請方法
　　　下記の書類等を提出する。申請書は、増毛漁業協同組合窓口で入手することができます。
　　　　①増毛町漁業事業継続支援金申請書（別記第１号様式）
　　　　②水揚げの確認に係る調書（別記第２号様式）
　４．申請期限
　　　増毛漁業協同組合長が定める日
　５．申請書提出先
　　　増毛漁業協同組合（電話５３－１５５５）

＜漁業・農業を営む法人及び個人事業者の皆様へ＞

★漁業事業継続支援金

★農業事業継続支援金　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている小売業等を営む法
人及び個人事業者を対象に、事業継続支援と地域経済の活性化を目的に特産品に係る配送料の一部
を助成します。
　１．「特産品」とは
　　　①農水産加工品　②酒類　③その他町長が認めるもの　　
　２．支援対象者
　　　①町内在住で小売業等を営む法人及び個人事業者　②本事業に参加登録した者
　３．支援金の額
　　　特産品を購入した個人に係る配送料1件につき1千円（ただし、1件が1千円未満の
　　　場合はその額）
　３．申請方法
　　　下記の書類等を提出する。
　　　　①増毛町特産品販売促進事業助成金登録申請書（別記様式第1号）
　　　　②増毛町特産品販売促進事業助成金申請書（別記様式第2号）
　　　　③事業実施報告書（別記様式第3号） 
　　　　④領収書等の支払済であることが分かる書類の写し
　　　　⑤助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し（初回のみ）
　　　　⑥その他町長が必要とする書類
　４．申請期限
　　　実績を月ごとに取りまとめ、翌月10日まで
　５．申請書提出先
　　　増毛町役場商工観光課（受付は土日祝日を除く　8:45～17:15）
　６．問合せ先
　　　増毛町役場商工観光課（電話５３－３３３２、ＦＡＸ５３－２３４８）　

　増毛町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けている農業を営む法人及
び個人事業者を対象に、事業継続支援と地域経済の活性化を目的に農産物等に係る配送料の一部を
助成します。
　１．支給対象者
　　　①町内在住で農業を営む法人及び個人事業者　②本事業に参加登録した者
　２．支援金の額
　　　農産物等を購入した個人に係る配送料1件につき1千円（ただし、1件が1千円未満
　　　の場合はその額）
　３．申請方法
　　　下記の書類等を提出する。申請書は、増毛町役場農林水産課窓口と増毛町ホームページ
　　　で入手することができます。
　　　　①増毛町農産物販売促進事業助成金登録申請書（別記様式第1号）
　　　　②増毛町農産物販売促進事業助成金申請書（別記様式第2号）
　　　　③事業実施報告書（別記様式第3号） 
　　　　④領収書等の支払済であることが分かる書類の写し
　　　　⑤助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し（初回のみ）
　　　　⑥その他町長が必要とする書類
　４．申請期限
　　　実績を月ごとに取りまとめ、翌月10日まで
　５．申請書提出先
　　　増毛町役場農林水産課（受付は土日祝日を除く　8:45～17:15）
　６．問合せ先
　　　増毛町役場農林水産課（電話５３－１１１７、ＦＡＸ５３－２３４８）

★農産物販売促進事業助成金

★特産品販売促進事業助成金
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　家庭血圧は朝晩２回、
１機会で１～２回測定
します。血圧が極端に
上下した場合は、生活
上の変化があればメモ
しておくとよいです。

＊糖尿病や腎障害がある場合
　は基準が違います。

１１５ 未満  ／  ７５ 未満
収縮期 拡張期

家庭での正常血圧の基準値

　普段の血圧はどれくらいですか？
　増毛町では、高血圧ゼロのまちづくりの
一環として、血圧未測定者ゼロを目指して
います。血圧は食事や会話をしたり、少し
歩いたりしただけで変わります。家庭血圧
( 家で正しく測る血圧 ) を測定することは、
ストレスや運動などの影響を受けない安静
の状態で、毎日行うことができるので、実
生活の場での血圧を把握できます。高血圧
治療でも、家庭血圧を参考にすることがあ
るので、病院や健診の時だけ血圧が高い、
という方にもおすすめです。
　町では血圧記録手帳
を作成しました。毎日
の記録を 6か月分記入
できます。保健指導係
で配布していますので、
ぜひご活用ください。

血圧記録手帳を配布しています

風しん抗体検査は
　　　　　お済みですか？

　昨年度から実施している風しんの追加的対
策。対象となる昭和３７年４月２日～昭和５４
年４月１日生まれの男性の方に、抗体検査を
無料で受けることができるクーポン券を配布
しています。
　町で行っているがん検診の時や病院で検査
をするだけでなく、会社で行う職員健診の時
に抗体検査を受けることができる場合があり
ます。まだ検査をされていない方は、早めに
検査を受けていただきますよう、よろしくお
願いします。
　また抗体検査の結果、陰性（抗体がない）
だった方で、風しん予防接種を受けていない
方も、早めに予防接種を受けましょう。
　この検査は、２０２２年３月末までの事業と
なっています。お問い合わせは下記までお願
いします。

　家庭血圧測定は、ましけ健康ポイントの対象で
す。月１０日以上の血圧測定の記録で、月毎に１ポ
イントとなります。保健指導係で配布している血
圧記録手帳に限らず、ご自分の血圧手帳でも、ポ
イントになります。
さらに…
4月から対象事業が増えました。
 ☆運動をして健康ポイント
　　1日 10分以上の個人でしている運動を記録してお
　持ちください。月12日以上で月毎に1ポイント。
 ☆体重測定をして健康ポイント
　　体重測定をした記録をお持ちください。週１回以上
　の体重測定で月毎に１ポイント。
 ☆増毛醤油を購入して健康ポイント
　　増毛醤油を購入した時にお店でカードを提示してくだ
　さい。1リットルで３ポイント。200mlで 1ポイント、
　2本で3ポイント。

　減塩食品を購入した外袋をお持ちい
ただくと、１商品１ポイントとなりま
す。どのような商品を購入されている
のか把握したいので、外袋は切り取ら
ずそのままの形でお持ちください。

［問合せ先］　役場福祉厚生課・保健指導係　TEL ５３－３１１１

血圧記録手帳を配布しています

【問合せ先】増毛町子育て世代包括支援センター［健康一番館内］（電話 ５３－３１１１）

　どさんこ・子育て特典制度は子どもと外出した際に、協賛店舗でどさんこ・子育て特典
カードを提示することで、割引等のサービスを受けることができる制度です。
　今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子どもを連れての外出控えているな
ど、お子様を同伴せずにどさんこ・子育て特典カードを利用される場合は、協賛店舗にお
いて対象世帯であることを確認するため、お子様の健康保険証（妊娠中の方は母子健康手
帳）など子どもの年齢を確認できるものを携帯するようお願いします。

　商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、
病院などで取引や証明上の計量に使用するはかり
は、※１検定証印等が付されたものでなければな
りません。
　また、計量法第１９条第１項の規定により、２
年に１度、北海道知事が実施する定期検査を受け
ることが義務づけられています。
　定期検査に合格したはかりには、「※２定期検査
済証印」が付され、継続して取引・証明に使用す
ることができるようになります。
　この検査を受検しなければ、取引や証明上の計
量に使用することができませんので、ご注意くだ
さい。
　当町では、はかりの検査を次の日程で行います
ので、受検するようお願いします。

【検査期日】
　・９月１６日（水）９時３０分～１６時００分
　・９月１７日（木）９時３０分～１２時００分
【検査場所】　
　増毛町文化センター
【問合せ先】
　役場商工観光課（電話５３ー３３３２）

どさんこ・子育て特典カードの利用方法

※１ 検定等に合格したはかりに付される検定証印等

※２ 定期検査済認印

検定認印

※検定等に合格したはかり
　の銘板等にいずれかの証
　印が付されています。

基準適合認印
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　家庭血圧は朝晩２回、
１機会で１～２回測定
します。血圧が極端に
上下した場合は、生活
上の変化があればメモ
しておくとよいです。

＊糖尿病や腎障害がある場合
　は基準が違います。

１１５ 未満  ／  ７５ 未満
収縮期 拡張期

家庭での正常血圧の基準値

　普段の血圧はどれくらいですか？
　増毛町では、高血圧ゼロのまちづくりの
一環として、血圧未測定者ゼロを目指して
います。血圧は食事や会話をしたり、少し
歩いたりしただけで変わります。家庭血圧
( 家で正しく測る血圧 ) を測定することは、
ストレスや運動などの影響を受けない安静
の状態で、毎日行うことができるので、実
生活の場での血圧を把握できます。高血圧
治療でも、家庭血圧を参考にすることがあ
るので、病院や健診の時だけ血圧が高い、
という方にもおすすめです。
　町では血圧記録手帳
を作成しました。毎日
の記録を 6か月分記入
できます。保健指導係
で配布していますので、
ぜひご活用ください。

血圧記録手帳を配布しています

風しん抗体検査は
　　　　　お済みですか？

　昨年度から実施している風しんの追加的対
策。対象となる昭和３７年４月２日～昭和５４
年４月１日生まれの男性の方に、抗体検査を
無料で受けることができるクーポン券を配布
しています。
　町で行っているがん検診の時や病院で検査
をするだけでなく、会社で行う職員健診の時
に抗体検査を受けることができる場合があり
ます。まだ検査をされていない方は、早めに
検査を受けていただきますよう、よろしくお
願いします。
　また抗体検査の結果、陰性（抗体がない）
だった方で、風しん予防接種を受けていない
方も、早めに予防接種を受けましょう。
　この検査は、２０２２年３月末までの事業と
なっています。お問い合わせは下記までお願
いします。

　家庭血圧測定は、ましけ健康ポイントの対象で
す。月１０日以上の血圧測定の記録で、月毎に１ポ
イントとなります。保健指導係で配布している血
圧記録手帳に限らず、ご自分の血圧手帳でも、ポ
イントになります。
さらに…
4月から対象事業が増えました。
 ☆運動をして健康ポイント
　　1日 10分以上の個人でしている運動を記録してお
　持ちください。月12日以上で月毎に1ポイント。
 ☆体重測定をして健康ポイント
　　体重測定をした記録をお持ちください。週１回以上
　の体重測定で月毎に１ポイント。
 ☆増毛醤油を購入して健康ポイント
　　増毛醤油を購入した時にお店でカードを提示してくだ
　さい。1リットルで３ポイント。200mlで 1ポイント、
　2本で3ポイント。

　減塩食品を購入した外袋をお持ちい
ただくと、１商品１ポイントとなりま
す。どのような商品を購入されている
のか把握したいので、外袋は切り取ら
ずそのままの形でお持ちください。

［問合せ先］　役場福祉厚生課・保健指導係　TEL ５３－３１１１

血圧記録手帳を配布しています

【問合せ先】増毛町子育て世代包括支援センター［健康一番館内］（電話 ５３－３１１１）

　どさんこ・子育て特典制度は子どもと外出した際に、協賛店舗でどさんこ・子育て特典
カードを提示することで、割引等のサービスを受けることができる制度です。
　今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子どもを連れての外出控えているな
ど、お子様を同伴せずにどさんこ・子育て特典カードを利用される場合は、協賛店舗にお
いて対象世帯であることを確認するため、お子様の健康保険証（妊娠中の方は母子健康手
帳）など子どもの年齢を確認できるものを携帯するようお願いします。

　商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、
病院などで取引や証明上の計量に使用するはかり
は、※１検定証印等が付されたものでなければな
りません。
　また、計量法第１９条第１項の規定により、２
年に１度、北海道知事が実施する定期検査を受け
ることが義務づけられています。
　定期検査に合格したはかりには、「※２定期検査
済証印」が付され、継続して取引・証明に使用す
ることができるようになります。
　この検査を受検しなければ、取引や証明上の計
量に使用することができませんので、ご注意くだ
さい。
　当町では、はかりの検査を次の日程で行います
ので、受検するようお願いします。

【検査期日】
　・９月１６日（水）９時３０分～１６時００分
　・９月１７日（木）９時３０分～１２時００分
【検査場所】　
　増毛町文化センター
【問合せ先】
　役場商工観光課（電話５３ー３３３２）

どさんこ・子育て特典カードの利用方法

※１ 検定等に合格したはかりに付される検定証印等

※２ 定期検査済認印

検定認印

※検定等に合格したはかり
　の銘板等にいずれかの証
　印が付されています。

基準適合認印
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■
募
集
人
員

　

１
名

■
応
募
資
格

　

健
康
状
態
が
良
好
で
あ
り
、
通

　

勤
が
可
能
な
方
で
長
期
継
続
し

　

て
勤
務
で
き
る
方

■
業
務
内
容

　

ノ
ー
ル
マ
リ
ー
ナ
ま
し
け
の
管

　

理
業
務
全
般

■
勤
務
条
件

 

・
勤
務
期
間　
　

　

毎
年
４
月
１
日
～
11
月
30
日

 

・
勤
務
時
間

　

平
日　

８
時
～
17
時

　

土
日
祝
日　

６
時
～
18
時
の
間

　

８
時
間
程
度

 

・
休
日

　

毎
週
火
曜
日
（
そ
の
日
が
祝
日

　

の
場
合
は
、
翌
日
）

■
賃
金

　

月
額　

１
５
０
，
０
０
０
円

　

各
種
保
険
の
適
用
あ
り

■
そ
の
他

　

冬
期
間
（
12
月
～
３
月
）
に
つ

　

い
て
は
、
時
給
制
に
よ
り
除
雪

　

等
の
軽
作
業
が
あ
り
ま
す
。

■
採
用
月
日

　

10
月
１
日
（
木
）

■
申
込
方
法

　

履
歴
書
（
写
真
貼
附
）
を
そ
え

　

て
、
９
月
25
日
（
金
）
ま
で
に

　

建
設
課
管
理
係
へ
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先

　

役
場
建
設
課
・
管
理
係

　
（
電
話  
５
３
ー
１
１
１
５
）

　

町
営
住
宅
に
空
き
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
左
記
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。

■
住
宅
所
在
地

①
南
暑
寒
町
５
丁
目

②
南
暑
寒
町
７
丁
目

③
暑
寒
海
岸
町

■
団
地
名
・
募
集
戸
数

①
南
暑
寒
５
丁
目
団
地　

３
戸

 

（
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

②
ア
ッ
プ
ル
団
地　

３
戸

 

（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）※
除
雪
当
番
あ
り

③
か
も
め
改
良
団
地　

３
戸

 

（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）
※
除
雪
当
番
あ
り

■
住
宅
料

①
南
暑
寒
５
丁
目
団
地

　

１
３
，
９
０
０
円

　
　
　

～
２
６
，
８
０
０
円
程
度

②
ア
ッ
プ
ル
団
地

　

２
０
，
０
０
０
円

　
　
　

～
３
６
，
０
０
０
円
程
度

 

（
共
益
費
：
５
０
０
円

　
　
　

～
１
，
０
０
０
円
程
度
）

③
か
も
め
改
良
団
地

　

２
３
，
０
０
０
円

　
　
　

～
２
７
，
０
０
０
円
程
度

 

（
共
益
費
：
３
，
０
０
０
円

　
　
　

～
４
，
０
０
０
円
程
度
）

※
年
間
所
得
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

■
資
格
要
件

○
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

○
収
入
基
準
を
超
え
て
い
な
い
こ

　

と
 

・
公
営
住
宅
：
世
帯
の
所
得
の
合

　

計
が
月
額
１
５
８
，
０
０
０
円

　

以
下

 

・
改
良
住
宅
：
世
帯
の
所
得
の
合

　

計
が
月
額
１
１
４
，
０
０
０
円

　

以
下

○
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

■
申
込
方
法

　

役
場
建
設
課
建
築
係
で
申
込
書

　

を
受
け
取
り
、
関
係
書
類
を
添

　

え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
詳

　

し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先

　

役
場
建
設
課
・
建
築
係

　
（
電
話  

５
３
ー
１
１
１
５
）

　

９
月
27
日
に
予
定
し
て
お
り
ま

し
た
「
第
49
回
増
毛
秋
の
味
ま
つ

り
」
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
開

催
を
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

例
年
、
多
く
の
方
々
が
ご
来
場

く
だ
さ
る
こ
と
か
ら
、
皆
様
の
健

康
・
安
全
を
第
一
に
考
え
、
感
染

拡
大
防
止
と
い
う
こ
と
で
や
む
を

得
ず
中
止
の
決
定
と
し
ま
し
た
。

皆
様
、
何
卒
ご
理
解
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

役
場
商
工
観
光
課
（
実
行
委
員

　

会
事
務
局
）

　
（
電
話  

５
３
ー
３
３
３
２
）

問

募
　
　
集

増
毛
港
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト

ス
ポ
ッ
ト（
ノ
ー
ル
マ
リ
ー
ナ

ま
し
け
）の
会
計
年
度
任
用

職
員
の
募
集

町
営
住
宅
空
家
情
報

　
　

  

（
９
月
１
日
現
在
）

第
４９
回
増
毛
秋
の
味
ま
つ
り

開
催
中
止
の
お
知
ら
せ

問新着本案内 総合交流促進施設元陣屋（電話 53–3522）
赤い砂を蹴る そらいろのてがみ石原  　燃　著　 ながしまひろみ　作・絵
　母を亡くした娘は、ブラジルへ
旅に出る。幼くして命を落とした
弟。心ない世間の声に反抗し自由
に生きた母。ブラジルの大地に舞
い上がる砂に、家族の記憶が鮮や
かに浮かび上がる。

　ゆきちゃんの家のポストには季
節の変わり目ごとに不思議な手紙
が届きます。空色の封筒に空色の
便箋。ゆきちゃんは、その手紙を
もらうごとに北海道の大きな自然
を体で感じます。

お
知
ら
せ
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９
月
22
日
に
開
催
を
予
定
し
て

お
り
ま
し
た
「
ご
だ
ら
っ
ぺ
王
国

祭
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡
大
防
止
と
、
参
加
す

る
皆
様
の
健
康
と
安
全
を
最
優
先

に
考
え
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

教
育
委
員
会
地
域
学
習
課
・
社

　

会
教
育
係

　
（
電
話  

５
３
ー
２
４
２
７
）

　

日
頃
よ
り
本
会
の
活
動
に
ご
協

力
を
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

恒
例
の
「
福
祉
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

ふ
れ
あ
い
パ
ー
テ
ィ
ー
」
を
10
月

３
日
に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず

中
止
の
決
定
と
し
ま
し
た
。

　

皆
様
の
ご
理
解
を
い
た
だ
く
と

と
も
に
引
き
続
き
活
動
へ
の
ご
支

援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　

会
長　

雨
野
正
治

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　
　
　

運
営
委
員
長　

甲
谷
映
二

　

増
毛
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
電
話  

５
３
ー
３
６
０
０
）

　

増
毛
町
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
２

０
２
０
の
作
品
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

■
テ
ー
マ

　

増
毛
の
四
季
折
々
の
美
し
い
風

景
、
楽
し
む
人
の
心
温
ま
る
風
景

等
を
題
材
に
増
毛
町
へ
訪
れ
て
み

た
い
と
思
わ
せ
る
作
品
を
募
集
し

ま
す
。

■
募
集
期
間

　

５
月
１
日
（
金
）

　
　
　

～
９
月
30
日
（
水
）
必
着

■
賞
・
賞
品

　

☆
最
優
秀
賞
（
１
点
以
内
）

　
　
　

２
万
円
相
当
の
賞
品

　

☆
優
秀
賞
（
２
点
程
度
）

　
　
　

１
万
円
相
当
の
賞
品

　

☆
入
選
（
４
点
程
度
）

　
　
　

３
千
円
相
当
の
賞
品

■
そ
の
他

　

応
募
規
定
や
応
募
方
法
等
に
つ

き
ま
し
て
は
、
左
記
ま
で
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

　

役
場
町
民
課
・
町
民
環
境
係

　
（
電
話  

５
３
ー
１
１
１
２
）

　

暑
寒
別
岳
で
の
ク
マ
の
目
撃
情

報
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

山
に
入
る
こ
と
は
、
ク
マ
の
生
息

区
域
に
入
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す

の
で
、
出
没
に
は
十
分
気
を
つ
け

て
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。

　

登
山
の
際
は
、
ベ
ル
や
ラ
ジ
オ

な
ど
の
音
響
物
や
熊
避
け
ス
プ

レ
ー
を
携
帯
し
、
ゴ
ミ
を
捨
て
る

行
為
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

ク
マ
は
走
る
も
の
を
追
う
習
性

が
あ
り
ま
す
。
山
野
を
走
る
ト
レ

イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
目
的
の
入
山
は
、

ク
マ
と
出
会
い
頭
に
遭
遇
し
、
刺

激
す
る
可
能
性
が
大
き
い
た
め
、

禁
止
い
た
し
ま
す
。

　

役
場
商
工
観
光
課

　
（
電
話  

５
３
ー
３
３
３
２
）

　

今
年
の
温
水
プ
ー
ル
の
営
業

は
、
９
月
22
日
で
終
了
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
ご
利
用
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

教
育
委
員
会
地
域
学
習
課
・
ス

　

ポ
ー
ツ
係

　
（
電
話  

５
３
ー
２
４
２
７
）

ご
だ
ら
っ
ぺ
王
国
祭

中
止
の
お
知
ら
せ

暑
寒
別
岳
ト
レ
イ
ル
ラ
ン

目
的
の
入
山
禁
止

ふ
れ
あ
い
パ
ー
テ
ィ
ー

中
止
の
お
知
ら
せ

増
毛
町
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト　

２
０
２
０
作
品
募
集
！

温
水
プ
ー
ル
営
業
終
了
の

お
知
ら
せ

問問

問
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▲昨年の応募作品

「秋の温泉へ行こう！益増（ますます）キャンペーン」の開催
　岩尾温泉あったま～ると浜益温泉（石狩市浜益区）、２つの温泉の共同企画「秋の温泉へ行こう！益増キャンペーン」。
　２つの温泉に入浴し、スタンプを２つ集めて応募するとそれぞれの町の特産品や温泉入浴券などが抽選で当たる
キャンペーンを９月１２日から１１月３日までの期間で実施します。
　今回の特賞はなんと！岩尾温泉から『甘えび』、浜益温泉から『浜益牛詰め
合わせ』です！たくさんの応募お待ちしております。詳しくは、温泉備え付け
応募用紙か広報の折込チラシをご覧ください。
　【問合せ先】役場商工観光課（電話53-3332）
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10
月
１
日（
木
）か
ら
10
月
７
日

（
水
）ま
で
は
公
証
週
間
で
す
。

　

公
証
人
は
、
公
証
役
場
に
お
い

て
遺
言
や
大
切
な
契
約
な
ど
の
公

正
証
書
の
作
成
、
会
社
を
設
立
す

る
際
の
定
款
の
認
証
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

公
証
人
は
、
法
務
大
臣
に
よ
っ

て
任
命
さ
れ
る
公
務
員
で
す
。

　

公
正
証
書
遺
言
は
、
自
筆
遺
言

証
書
の
よ
う
に
裁
判
所
で
の
検
認

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
し
、
原
本
は

公
証
役
場
で
保
存
し
て
い
ま
す
の

で
、
偽
造
・
変
造
や
紛
失
の
心
配

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
公
証
人
が
自
宅
や
病
院

へ
出
向
い
て
遺
言
書
を
作
成
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

公
証
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
公
証
役
場
又
は
法
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

日
本
公
証
人
連
合
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
公
証
制
度
を
紹
介
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

旭
川
公
証
人
合
同
役
場

　
（
電
話  

０
１
６
６
ー
２
３
ー
０

　

０
９
８
）

　

旭
川
地
方
法
務
局

　
（
電
話  

０
１
６
６
ー
３
８
ー
１

　

１
４
４
）

問 公
証
週
間
の
お
知
ら
せ

た
け
う
ち
内
科

　
　
循
環
器
内
科
医
院

◇
日
曜
当
番
医
◇

【
９
月
１３
日
】（
留
萌
市
）

（
高
砂
町
３
丁
目

　
 

電
話 

４
２
ー
８
８
２
０
）

※
右
記
以
外
の
土
日
祝
日
及
び
夜
間

　

診
療
は
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
へ

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

林 090－2814－2606　桂本 090－6262－5034

アン
サンブルグループ

「奏楽」
そ　　ら

１０月７日（水）開場：午後６時 開演：午後６時３０分

問合せ 「木・音・人・ふれあいコンサート実行委員会」
入場料　一般１,500円　高校生以下500円

 ・ 国勢調査は、２０２０年（令和２年）１０月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対
　象です。
 ・ ９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどしてお配り
　します。
 ・ 回答は、１０月７日までに、できる限りインターネットでお願いします（郵送も可能です）。
 ・ 調査員による回収を希望する場合は、市区町村の国勢調査担当窓口へご連絡ください。
 ・ １０月７日までに回答が確認できない場合は、調査員が回答のお願いに伺います。
 ・ 国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、コンビニの出店計画に利用されるなど、わ
　たしたちの生活の身近なところに役立てられています。
 ・ 国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、できる限り、みなさまと調査員が
　対面しない非接触の方法で行うようにしています。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願い
　いたします。
 ・ 万一、調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（５人以上の世帯など）は、
　市区町村の国勢調査担当窓口へご連絡ください。

　増毛町役場企画財政課企画係（電話：０１６４ー５３ー１１１０　FAX：０１６４ー５３ー２３４８）

回答はかんたん便利なインターネットで！

https://www.kokusei2020.go.jp/
国勢調査については、「国勢調査 2020総合サイト」をご覧ください。

総務省・北海道・増毛町

インターネット回答期間

９
月 水１４ ７
１０

調査票（紙）での回答期間

水７
１０

木１
１０
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ん
（
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１８
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１２
区
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田
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（
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香
典
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一
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社
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か
ら
）

１０

９

金

１８

役場上下水道課（電話 ５３－１１５２）

役場税務課・税務係（電話 ５３－１１１４）

１．「秋の全国交通安全運動」が実施されます！
　◇運動期間
　　９月２１日（月）～９月３０日（水）の１０日間
　◇運動重点
　　①子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全
　　　利用の確保
　　②高齢運転者等の安全運転の励行
　　③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の
　　　危険運転の防止
２．交通事故防止のポイント
　◇ドライバーの皆さんへ
　　夕方から夜間にかけて、歩行者や自転車の見落と
　　しや発見遅れによる交通事故を防ぐために、対向
　　車や前車がいない時は、ライトをハイビームに切
　　替えましょう。
　◇歩行者の皆さんへ
　　横断前に左右をよく確認しましょう。
　　外出する時は、明るい服装や反射材用品を身に付
　　けましょう。
３．９月３０日は、「交通事故死ゼロを目指す日」です！
　◇交通ルールを正しく守り、思いやりのある交通マ
　　ナーで、交通事故死ゼロを目指しましょう。
４．知っていますか？北海道自転車条例！
　◇自転車に乗るときは、子供はもちろん大人も乗車
　　用ヘルメットをかぶり、夜間は自転車の側面に反
　　射器材をつけるようにしましょう。
■お問合せ先：留萌警察署（電話 42-0110）

８ ８ ３１１

4,058
1,872
2,186
2,146

－１４
－５
－９
－１１

８

役
場
町
民
課
・
町
民
環
境
係
（
電
話 

５
３
ー

１
１
１
２
）

上下水道料金

国民健康保険税（第３期）

９月２５日（金）

９月３０日（水）

町税等の納期について

秋の全国交通安全運動の実施
ハイビーム こまめに活用 事故防止
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役場上下水道課（電話 ５３－１１５２）

役場税務課・税務係（電話 ５３－１１１４）

１．「秋の全国交通安全運動」が実施されます！
　◇運動期間
　　９月２１日（月）～９月３０日（水）の１０日間
　◇運動重点
　　①子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全
　　　利用の確保
　　②高齢運転者等の安全運転の励行
　　③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の
　　　危険運転の防止
２．交通事故防止のポイント
　◇ドライバーの皆さんへ
　　夕方から夜間にかけて、歩行者や自転車の見落と
　　しや発見遅れによる交通事故を防ぐために、対向
　　車や前車がいない時は、ライトをハイビームに切
　　替えましょう。
　◇歩行者の皆さんへ
　　横断前に左右をよく確認しましょう。
　　外出する時は、明るい服装や反射材用品を身に付
　　けましょう。
３．９月３０日は、「交通事故死ゼロを目指す日」です！
　◇交通ルールを正しく守り、思いやりのある交通マ
　　ナーで、交通事故死ゼロを目指しましょう。
４．知っていますか？北海道自転車条例！
　◇自転車に乗るときは、子供はもちろん大人も乗車
　　用ヘルメットをかぶり、夜間は自転車の側面に反
　　射器材をつけるようにしましょう。
■お問合せ先：留萌警察署（電話 42-0110）
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